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学校における今後の新型コロナウイルス感染症対応に係る留意事項 

について（依頼） 

 

 このことについて、別添（写）のとおり、文部科学省初等中等教育局健康教育・

食育課から周知依頼がありました。 

新型コロナウイルス感染症への対応について、令和４年６月 20日付けで厚生労働

省より、別紙の事務連絡「小児の新型コロナウイルス感染症対応について」（以下「厚

生労働省事務連絡」という。）が発出されましたので、お知らせします。 

厚生労働省事務連絡をふまえ、学校において留意いただきたい点が下記のとおり

まとめられましたので、確認願います。 

なお、厚生労働省事務連絡において、子どもの濃厚接触者の特定については、保

健衛生部局と教育委員会等を含む関係部局が連携して対応に当たることが求められ

ています。 

学校における濃厚接触者の特定及び行動制限に係る方針については、あらためて

連絡します。 

記 

１ 子どものマスク着用について 

学校生活におけるマスクの着用の考え方については、「学校における新型コロナ

ウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」のほか、「学校生活における児童生

徒等のマスクの着用について」（令和４年５月 24日付け文部科学省事務連絡）及

び「夏季における児童生徒のマスクの着用について」（令和４年６月 10日付け文

部科学省事務連絡）を、改めて確認ください。 

 

２ 子どもの濃厚接触者の特定について  

保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、義務教育学校及び特別支援学校等に

おける濃厚接触者の特定及び行動制限については、自治体の関係部局が連携して、

自治体ごとに予め方針を定めることとされており、別紙の厚生労働省事務連絡に

おいては、現在もこれらの施設における濃厚接触者の特定及び行動制限を行って

いる自治体にあっては、就学前の子供についてはマスク着用を一律には求めてい

ないことや学校における体育等や夏場の登下校においてマスクの着用が必要ない

ことを踏まえ、改めて保健衛生部局と教育委員会等を含む関係部局が連携して対

応に当たることが求められています。 

このため、教育委員会等においても、保健衛生部局を含む関係部局と適切に連



携し、学校における濃厚接触者の特定及び行動制限に係る方針の確認・決定等を

行うとともに、厚生労働省事務連絡の２．の記載事項を踏まえた対応をお願いし

ます。 

なお、「オミクロン株が主流である間の当該株の特徴を踏まえた濃厚接触者の特 

定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施に伴う学校に関する対応について

（更新）」（令和４年３月 25日付け文部科学省事務連絡）で示したとおり、学校に

おいても、感染者と接触があったことのみを理由として、児童生徒等や教職員に

対して登校や出勤を制限する必要はないこととしていますので、併せてご確認く

ださい。 
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